
第 69 号議案 

 

滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則の一部改正について 

 

滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則(昭和 40 年滋賀県教育委員会規

則第７号)の一部を次のように改正する。 

 

令和７年３月 26 日 

 

滋賀県教育委員会   

 

 

 

滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 

滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則(昭和 40 年滋賀県教育委員会規

則第７号)の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２項および第４項中「主幹、副主幹」を「副参事、専門幹、主幹、

副主幹」に改める。 

 

付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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令和７年(2025年)３月26日 

３ 月 定 例 教 育 委 員 会 

第 6 9 号 議 案 関 係 資 料 

 

 

 

 

「滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則」の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

 ・人事異動に伴い、県立学校に「専門幹」および「副参事」の職を設置

することから、所要の改正を行うもの。 

 
 

２ 改正内容 

 ・県立学校に設置される職に「専門幹」および「副参事」を追加する。

（第２条第２項および第４項関係） 

  

※詳細は、新旧対照表のとおり 

 

 

３ 施行日 

令和７年４月１日 
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1/1 

滋賀県立学校の職員の職の設置に関する規則新旧対照表 

旧 新 

第１条 省略 第１条 省略 

（職の設置） （職の設置） 

第２条 省略 第２条 省略 

２ 必要があるときは学校に主幹、副主幹、事務長代理、主任主査、栄

養主任または主査を置く。 

２ 必要があるときは学校に副参事、専門幹、主幹、副主幹、事務長代

理、主任主査、栄養主任または主査を置く。 

３ 省略 ３ 省略 

４ 主幹、副主幹、事務長代理、主任主査、栄養主任または主査は上司

の命を受け、学校事務のうち校長が指定するものを処理する。 

４ 副参事、専門幹、主幹、副主幹、事務長代理、主任主査、栄養主任

または主査は上司の命を受け、学校事務のうち校長が指定するものを

処理する。 

５ 省略 ５ 省略 

第３条以下 省略 第３条以下 省略 
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